
 

II デザイン思考 
新年あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろ

しくお願いいたします。 

近年、情報システム業界でも「デザイン思考」（Design 

Thinking）という言葉を耳にする機会が増えています。 

「デザイン思考」は、もともと、いわゆる「デザイナー」と

言われる方々が、（世の中にない）製品やサービスを創造す

る際に実践している「思考法」「ツール」「テクニック」など

を、整理・体系化し、「デザイナーではない人」にも再現、

実践できるようにしたものです。 

昨今では、その有用性が、情報システムの開発現場を含む、

経営、ビジネス、業務の領域へ、また、教育、地域などあら

ゆる領域へ広がりを見せています。 

「デザイン思考」の具体・詳細は、数多の良書にお任せする

として、拙稿での理解として、Plaza-i の現場での適用と期

待効果を考察したいと思います。 

「デザイン思考」とは 

「デザイン思考」は、「人（≒顧客、ユーザ、≠製品・サー

ビス）を中心に考える」、「正しく問題定義し、正しい問題解

決を導く」、「コンセプトを生み出す」、「（言葉で考えるので

はなく）形にして、考える」、「早く失敗し早く学ぶ」、「正し

く試行錯誤する」などのマインドセット（思考、考え方）を

重要視し、その進め方（プロセス）は、「共感(Empathize)」

「問題定義(Define)」「問題解決(Ideate)」「試作(Prototype)」

「検証(Test)」の 5 つのステップがあり、各ステップを速

く、繰り返し行う、とされています。 

「要件定義」と「共感」「問題定義」 

システム開発・導入では、「要件定義」「設計」「開発」「テス

ト」のプロセスを、「できるだけ手戻りなく進める」ことが

是とされています。いわゆる「ウォーターフォールモデル」、

「V 字モデル」として般化されています。 

これは、（要件定義で、）作ると決めたものを、要求品質（納

期、品質、コスト）通りに完成させる上で、優れた手法であ

るとされています。 

ただ、これには、「要件定義」≒システム化すべき要件（問

題・課題）の定義が正しく行われている、そして、その要件

定義を受けて「設計」が正しく行われているという暗黙の

前提があります。 

システム開発・導入の「品質」は、上流工程である「要件定

義」「設計」の工程が極めて重要であり、システム開発の現

場では、この「ウォータフォール」を成立させるべく、当事

者（開発者(Developers）、運用者(Operations)）の間で、言

外の試行錯誤や調整が、スケジュールの制約の中で繰り返

し行われているものと思料しますが、こうした状況の中で、

時に、「スケジュール内に開発するモノを決めること」に要

件定義のゴールがすり替わってしまい、結果、後工程、ひい

ては完成（後）の品質への悪い影響の原因となってしまう

ことがあります。 

「要件定義」を解決すべき問題を正しく理解し定義するこ

ととすると、「デザイン思考」における「共感」「問題定義」

のプロセスは非常に多くの示唆を得ることができます。 

「デザイン思考」の「共感」は、「観察」「洞察」することか

ら始まり、「ヒト」の「発言」「行動」から、「体感」（五感）

を推測し、「思考」「感情」を推測します。「思考」「感情」を
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「ポジティブ」「ネガティブ」に分けて、「ネガティブ」の中

から問題課題を推測し、定義します。こうして「共感」「問

題定義」のプロセスを進めていきます。「共感」という一見、

感情的、属人的（人それぞれ）な行動について、相当に具体

化されているところに驚嘆します。 

システム開発、とりわけ、「要件定義」の現場では、「現状分

析／ヒアリング」として進めている中で、確かに、このよう

な状況は、経験的にも思い返すことができ、「ヒト」の（不

完全な）「言っていること」や「行動していること」から、

問題を正しく定義する方法として多くの示唆を得ることが

できます。 

Plaza-i は「販売」「購買」などの業務管理を目的とするシス

テムであることから、その要件定義（適用設計）、導入設計

は、部門単位（対象）、業務単位（対象）に進めていくこと

が多いですが、「部門」や「業務」を対象にする／その中で

業務をする「ヒト」（ペルソナ）を対象にするというアプロ

ーチをする（あるいはその観点をもつ）ことは、「問題（要

件）を正しく理解する／問題（要件）を正しく解決する」こ

とに寄与し、Plaza-i の導入効果を高める期待効果があると

言えます。 

「プロトタイプ」と「検証」 

また、「デザイン思考」における「試作」「検証」のステップ

は、システム開発において「プロトタイプ」や「パイロッ

ト」（試験的な、先行する、試作などの意。「CRP(Conference 

Room Pilot)」も同義。）の手法が類似性、親和性が高く、

Plaza-i でも多くの事例があります。 

CRP(Conference Room Pilot)：（会議室(Conference Room)

で、）実機、実データを用いて、試行・検証する(Pilot)。 

実機・実データを用いて、事前に試行・検証することで、機

能の理解を促進し、新システムによる業務イメージの解像

度を上げ、理解齟齬をなくす効果が期待できます。これに

より、基本機能を最大限に活用し、追加カスタマイズを最

小限にする、結果、投資効果を最大化することが期待でき

ます。 

これは、実機・実データを用いないで事前の試行・検証を進

める、多くの場合、「文書ベースによる要件定義／設計」と

比較すると、その期待効果が解りやすいと思います。 

終わりに 

創意工夫する、趣向を凝らす、意匠を凝らす。これらは「デ

ザインする」と同義であるとされています。そうすると、毎

日のビジネス活動、業務活動のそこかしこ（モノ・コトとヒ

トとの接点）に「デザイン」の機会や成果があり、「デザイ

ン思考」の機会があると言うことができます。 

新年、気持ちを新たに、Plaza-i の業務活動の中で、「デザイ

ン思考」を見よう見まねで取り入れつつ、よりよいモノ・コ

トを創造すべく、取り組んでいきたいと思います。 

本年もどうぞよろしくお願いいたします。 
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II 多様なオフィスの利用 
働き方の多様化 

近年、在宅ワークやハイブリッドワークの増加に伴いレン

タルオフィスやシェアオフィス（コワーキングスペース含

む）の需要が高まっているようです。フレキシブルオフィ

スとも呼ぶようです。今年に入りレンタルオフィスを展開

している会社に問い合わせを行ったところ、既に数か月先

まで予約で埋まっているとのことでした。ちなみにレンタ

ルオフィスは専用個室が利用でき、シェアオフィスはオー

プンスペースの利用となります。レンタルオフィスは専用

個室が基本でセキュリティやプライバシー重視、法人登記

や専用回線なども対応可能です。 

一方シェアオフィス／コワーキングスペースは共用スペー

ス利用が基本でコストを抑えたい、柔軟な働き方をしたい

方向けとなります。都心を中心に三井不動産が展開する

WORK STYLING や東急不動産が展開するビジネス・エア

ポートといったサービスが提供されています。スタートア

ップ企業が初期費用を抑えたい要望や、サテライトオフィ

スの設置、コスト削減、立地の良い都心に法人登記したい

といったニーズといった様々な要望を満たすのではないか

と考えます。 

内覧してみて 

実際に都内のシェアオフィスを内覧する機会がありました。

内覧もスムーズに案内して頂き、執務室を拝見したところ

プリンター、無線 LAN、有線 LAN、打合せスペース、休憩

場所など一通りすべて揃っておりました。入館手続きを行

わないと入館できません。入館後に執務室に入るためには

施錠する必要があるため、物理的な面は通常のオフィスよ

りセキュリティは高いと感じました。また、USB ハブや

LAN ケーブル、充電器などの機器の貸し出しも行っており

ました。受付の方が常駐しているため、困ったことがあっ

た際にすぐに相談できる点、対応してくれる点が安心でき、

また便利かと感じました。 

移転をする際の確認すべきポイント 

各執務室に共有利用の LAN、インターネット回線が常設さ

れているはずですが、個室の執務室を借りる場合には、論

理的に LAN が分割された構成になっていてセキュリティ

が担保されているか確認が必要です。オフィス内での物理

的なセキュリティやデータの保護に関するポリシーを確認

します。物理的にサーバやプリンター、専用の無線 LAN ス

イッチなどを持ち込みたい場合は、固定のプライベート IP

アドレスを貸与頂けるか確認が必要です。数に限りはある

ものの基本的には申請すれば使用できるものと思われます

が、提供している会社に確認が必要となります。 

よりセキュリティを高めたい場合や、社内にインターネッ

ト環境に公開したサーバを設置したい場合には、執務室に

専用の回線を引き込む必要があります。回線会社とレンタ

ルオフィス会社に確認し、現地調査の上、回線が引き込め

るか確認します。 

在宅などから社内の端末やサーバにリモートアクセスソフ

トウェアを使用しアクセスしたい場合には、規定や制約を

確認した上で事前に検証して頂く必要があります。ファイ

ヤーウォールなどで通信をブロックしている場合には、通

信ポートを許可できるか確認する必要があります。あるい

はレンタル会社によってはリモートアクセスのサービスを

提供している場合がありますので、ご確認の上、使用をご

検討ください。今回、個室の執務室で検証した限りでは、リ



 
モートアクセス VPN は許可されておりました。問題なく社

外から執務室の端末にリモートアクセスできたことを確認

できました。移転をご検討され初期費用の削減やサテライ

トオフィスを検討される際、候補先の選択肢の一つになる

のではないでしょうか。 

II AI でアプリを作る最初の一歩 
はじめに 

※本稿は、筆者がプライベートで AI のツールを使ったとい

うお話です。Plaza-i の開発工程には全く関係ない内容とな

ります。 

まずやってみる 

話題になって久しい状態の AI ですが、私にとって AI は「便

利な検索代行」に過ぎませんでした。こちらの質問に答え

てくれたりする、いわば「物知りな辞書」のような存在だっ

たのです。 ブラウザと同じような使い方で検索の拡張機能

という認識でした。しかし、「生成 AI」という言葉が流行り

始め、プログラムを組んでくれるというではないですか・・・。

とは言っても、プログラムを自分で組んで活用する場面な

んてないだろう・・・と思っていました。ある日引越し予定

の住宅ローンの計算が漠然と不安になり、表計算ソフトを

たたいても関数を組み合わせてもしっくりこない。サイト

だけだと変動要素が登録できない・・・では自分でシミュレ

ーションツールを作ってみようと思い、ブラウザを立ち上

げるのでした。アプリと題していますが、実際に作成した

のはスプレッドシートでのスクリプト(マクロ)の作成とな

ります。 

コードよりも「設計」が命 

今回、アプリ制作に着手するにあたって痛感したのは、プ

ログラミング言語の知識よりも設計に緻密に描くかが重要

だということです。何をさせたいかが曖昧だと、AI の出力

も迷走してしまいます。まずは「誰が、どんな場面で、何の

課題を解決するために使うのか」の徹底的な言語化に時間

を割きました。今回住宅ローンのシミュレーションを作る

にあたっては、元本、支払い方式、支払期間を元に、月々の

支払い残高の推移を出すのが主な目的ですが、繰延返済後

の支払計算、住宅ローン減税、変動金利(今上昇中)等、後か

らの変動項目を入力した場合どうなるかということも登録

できるように考えました。 

対話を重ねる 

漠然とした状態で AI のツールを利用して設計を試みるので

すが、少し進むと決めていることがあいまいだとやりたい

ことがずれていったので、その都度「ここは考えないとな」

と決め直して、やり直しをしていました。ラリーが多くな

ると、前提条件が誤った状態で残ってしまうことがあるの

で、クリアにしてから再度取り組みます。その際、せっかく

決めたことが無駄にならないように決めたことのテキスト

を作成して、再度チャットを始めるときにテキストを読み

込ませて最新の状態で始めていきました。ちなみにチャッ

トをやり直してクリアにするということを知らなかったと

きは無駄に当たり散らしていたと思います。 

当時どこまで AI がやってくれるのかわからず、時間も限ら

れていたため、データの持ち方に関しては、ある程度は自

分の中で決めてしまったのですが、どうやって計算するか

のロジックに関しては、AI の方である程度のロジックは組

むことはできました。 

変更は少しずつ、バックアップは必ず取る 

時には動作しない結果も受け取ります。常に最新のコード

を上書きしていると、動かない結果になった場合に、元に

戻らず、AI の方も間違った認識のまま修正をかけてしまい、

正しい結果はどこかに行ってしまいます。そうならないた

めにも、変更範囲は最小限に、上書き前にバックアップを

取るという方法を取りました。 

完成しても答え合わせ 

出来上がったプログラムも、時間が過ぎてしまうと何をや

ったか細かいところまでは忘れてしまいます。なので、作

ったプログラムを再度投稿して、中身を言語化し、意図通

りになっているかを確認し、メモ程度ですが、ドキュメン

トまで作ってもらいました。 

まとめ 

ここまで素人体験を書かせてもらいました。 

AI を活用する場面でも、自身のやりたいことを明確にし、

言語化していく作業というのは重要だなと感じました。

Plaza-i に関するお問い合わせも AI に語り掛ける形で、弊

社まで気軽にお問い合わせて頂けるよう仕組みを考えてい

る今日この頃でございます。 

II Plaza-i 機能紹介-パスワード
ポリシー 
はじめに 

Plaza-i では、全てのユーザに対してパスワードポリシーを

設定することができます。本記事では、パスワードポリシ

ーの概要と、設定時のポイントについてご紹介します。 

「基本ユーザグループ」で決まる 

パスワードポリシーの設定は、「ユーザ ID マスター」で設

定する「基本ユーザグループ」から「ユーザグループマスタ

ー」を参照し、該当ユーザにパスワードポリシーが適用さ

れます。複数のユーザグループに所属している場合でも、

基本ユーザグループで設定されたポリシーが有効となりま

す。 

 

設定例とその考え方 

Plaza-i のパスワードポリシーは、以下の設定区分をご用意

しています。 



 

 

セキュリティと運用負荷のバランスを考慮した一般的な推

奨例は以下の通りです。 

・ ログイン失敗回数は少なめ（例 3 回）に設定 

・ 一定回数の強制ログアウトでユーザ ID を無効化 

・ パスワードは定期的な変更（例 30 日）を必須 

・ 過去に使用したパスワードの再利用を制限 

・ ユーザ ID や過去のパスワードと類似する文字列の使用
を禁止 

・ 最低文字数・文字種類を設定し、単純なパスワードを防
止 

これらの設定により、ログインに関する管理を適切に行い、

不正アクセスのリスクを抑え、安心してご利用いただける

環境を整えることができます。 

おわりに 

年初は、セキュリティ運用を見直す良い機会です。この機

会に、現在のパスワードポリシーが適切な設定となってい

るか、ぜひ一度ご確認ください。また、各項目の詳細な仕様

や設定方法、エラーメッセージの内容については、ユーザ

ーズガイドをご参照ください。 

II Plaza-i 機能紹介-業務分類 
はじめに 

平素は Plaza-i をご愛顧いただき誠にありがとうございま

す。今回は、Plaza-i の利便性向上のための共通機能をご紹

介いたします。 

ユーザキャプションマスターと業務分類 

Plaza-i には入力画面等の項目のフォントサイズや表示/非

表示を変更できるユーザキャプションマスターという便利

な機能があり、利用されているユーザ様も多いかと思いま

す。このユーザキャプションマスターの設定はシステム全

体、企業別、会社別に適用することができますが、さらにフ

ォームについては 1 つのフォームに対して、用途に応じた

キャプションを複数登録できます（会社別枝番設定）。この

会社別枝番設定を業務分類と関連付けることで、同じフォ

ームを開く場合でも業務分類別に利用するキャプション設

定を使い分けることが可能です。例えば、購買部という組

織の中に国内発注を行う社員と海外発注を行う社員がいる

場合に、２つの業務分類を登録し、発注伝票入力画面の見

た目（キャプション）をログインするユーザ ID で切り換え

る、ということが可能です。 

設定例 

まず、MST その他メニューの業務分類マスターで業務分類

を登録します。 

 

次に、業務分類別のキャプション設定を会社別設定（枝番）

としてユーザキャプションマスターで設定します。また、

会社別設定（枝番）に業務分類を紐づけます。 

 

最後にユーザ別業務分類マスターで業務分類とそれに属す

るユーザ ID を登録します。これにより、国内発注のキャプ

ション設定を紐づけたユーザ ID でログインするとそのキ

ャプション設定の画面、海外発注のユーザ ID でログインす

るとそのキャプション設定の発注伝票入力画面が開くよう

になります。 

おわりに 

各機能の詳細はユーザーズガイド、MST マスター管理 そ

の他（章）、業務分類マスター（節）、ユーザ別業務分類マス

ター（節）および USR ユーザ管理 セットアップ（章）、ユ

ーザキャプションマスター（節）をご参照ください。ご不明

な点や、より詳細な説明を聞きたいという場合は、弊社コ

ン サ ル タ ン ト や サ ポ ー ト 窓 口  03-5520-5330( 内 線

72)( support@ba-net.co.jp)までお問い合わせください。 

II Plaza-i 最新バージョン情報 
2026 年 1 月 21 日現在までリリースしております、最  

新の Plaza-i バージョン情報をお知らせ致します。  

・Plaza-i.NET V2.03.48.02 

  

mailto:support@ba-net.co.jp


 

II リース取引に係る消費税の取り
扱いについて 
１．はじめに 

令和 6 年 9 月に「リースに関する会計基準」（以下「新リー

ス会計基準」）が公表され、令和 9 年 4 月 1 日以後に開始す

る事業年度から強制適用されることになります。 

令和 7 年 10 月 1 日のコラムでは、オペレーティングリー

ス取引に係る借手の法人税の申告調整について紹介しまし

たが、本稿では新リース会計基準適用後のリース取引に係

る消費税の取扱いについて以下の例を紹介します。 

① ファイナンスリース取引に係る借手の消費税 

② オペレーティングリース取引に係る借手の消費税 

③ サブリース取引に係る消費税 

④ フリーレントに係る借手の消費税 

２．ファイナンスリース取引に係る借手の消費
税 

リース取引について消費税法基本通達では、以下のように

定められています。 

消費税法基本通達 5-1-9（リース取引の実質判定） 

事業者が行うリース取引が、当該リース取引の目的とな

る資産の譲渡若しくは貸付け又は金銭の貸付けのいずれに

該当するかは、所得税又は法人税の課税所得の計算におけ

る取扱いの例により判定するものとし、この場合には、次

のことに留意する。 

（1）所得税法第 67 条の 2 第 1 項又は法人税法第 64 条の

2 第 1 項の規定により売買があったものとされるリース取

引については、当該リース取引の目的となる資産の引渡し

の時に資産の譲渡があったこととなる。 

（注）この場合の資産の譲渡の対価の額は、当該リース取

引に係る契約において定められたリース資産の賃貸借期間

中に収受すべきリース料の額の合計額となる。 

（2）所得税法第 67 条の 2 第 2 項又は法人税法第 64 条の

2 第 2 項の規定により金銭の貸借があったものとされるリ

ース取引については、当該リース取引の目的となる資産に

係る譲渡代金の支払の時に金銭の貸付けがあったこととな

る。 

上記通達により、法人税法上「売買とされるリース取引」に

該当する場合は経理処理にかかわらず、リース取引開始時

点で資産の譲渡があったものとし、一括して仕入税額控除

を行います。 

会計では新リース会計基準第 36 項により、借手は原則とし

て、利息相当額をリース期間にわたり利息法により配分し、

以下のように使用権資産を計算します。 

＜前提＞ 

月額リース料：1,000 千円（税抜き） 

リース料総額：60,000 千円 

リース期間：5 年 

借手の追加借入利子率：8％ 

借手は貸手の計算利子率を知りえない。 

▶ リース取引開始日の仕訳 

（使用権資産）49,318 千円/（リース負債）49,318 千円 

※借手の追加借入利子率を用いて、リース料総額 60,000 千

円を現在価値に割り引いた金額 

上記が法人税法上のリース取引に該当する場合は、消費税

法上は資産の譲渡があったものとして扱われます。 

利息相当額が契約上で明示されていない場合、借手はリー

ス料総額が課税仕入れとなり、仕入税額控除は以下の金額

を一括控除します。 

（リース料総額）60,000 千円×10％＝6,000 千円 

また、利息相当額（仮に 10,682 千円とします）が契約上明

示されている場合は、利息相当額は非課税仕入のため仕入

税額控除は以下の金額を一括控除します。 

｛（リース料総額）60,000 千円 -（利息相当額）10,682 千

円｝×10％＝4,931 千円 

なお、法人税法上「所有権移転外リース取引」に該当し、借

手が賃貸借処理を行っている場合には、リース料について

支払うべき日の属する課税期間における課税仕入れとして、

分割控除する方法も認められています。 

３．オペレーティングリース取引に係る借手の
消費税 

オペレーティングリースのうち、法人税法上のリース取引

に該当しない取引は賃貸借取引に該当し、消費税法上は資

産の譲渡があったとはされません。 

オペレーティングリースの消費税の取り扱いは、その課税

期間に支払うべき賃借料を課税仕入れとし、リース期間に

わたって仕入税額控除をします。 

４．サブリース取引に係る消費税 

新リース会計基準の適用指針 92 項により、サブリース取引

の中間的な貸手が一定の要件を満たす場合は、貸手として

受け取るリース料と借手として支払うリース料の差額を損

益に計上することができます。 

消費税法ではこの差額計上を許容する規定はないため、適

格請求書に記載された金額に基づき、受け取るリース料と

支払うリース料に係る消費税をそれぞれ認識する必要があ

ります。 

５．フリーレントに係る借手の消費税 

フリーレント期間を含む賃貸借契約について、法人税法基

本通達 12 の 5-3-2 では課税上弊害があるもの以外は、賃料

総額を、無償等賃借期間を含む賃借期間で按分し、当該按

分した金額を、賃借期間中の各事業年度の損金の額に算入

することができると定められました。 

消費税法基本通達では法人税のような通達は定められてお

らず、フリーレント期間は賃料の支払がないため課税仕入

れは発生しません。賃料を支払うべき日の属する課税期間

に課税仕入れを認識し、仕入税額控除をします。 

６．最後に 

新リース会計基準の導入は、会計処理や法人税の対応だけ

でなく、消費税の取扱いにも大きな影響を与えます。消費

税の課税区分や適格請求書の管理も同時に検討しなければ、

後々の申告や税務調査で思わぬリスクを抱えることになり

ます。ぜひ早めの対応を心がけましょう。 

  



 

II 外形標準課税の対象法人の見
直しと実務対応 
１．はじめに 

令和６年度税制改正により、法人事業税の外形標準課税に

ついて、これまでの対象法人（事業年度末日において資本

金１億円超の法人）に加え、以下①②の法人が新たに外形

標準課税の対象となる改正が行われました。 

これらの改正は、①について令和７年４月１日以後開始事

業年度から、②について令和８年４月１日以後開始事業年

度から適用となっています。 

本稿では、これらの改正について概要と実務上の留意点に

ついて解説いたします。 

① 大企業による減資への対応 

② 100％子法人等への対応 

２．大企業による減資への対応 

外形標準課税制度は、事業年度末日の資本金の額が１億円

を超える法人が対象となりますが、適用対象法人から逃れ

るための形式的な減資（資本金から資本剰余金に項目間で

振り替える減資）が散見されたため、本改正により適用対

象法人の見直しが行われました。具体的には、以下の要件

をすべて満たす法人が、外形標準課税の対象となります。 

① 前事業年度が外形標準課税の対象法人 

② 事業年度末日において資本金の額が１億円以下 

③ 事業年度末日において払込資本の額（資本金＋資本剰

余金）が 10 億円超 

 

（引用：東京都主税局「減資への対応」） 

３．100％子法人等への対応 

親会社の信用力等を背景に企業グループで一体的に事業活

動を行っている点に着目し、一定規模以上の法人（親会社）

の 100％子法人等が外形標準課税の対象に追加されました。 

具体的には、以下の要件をすべて満たす法人が、外形標準

課税の対象となります。 

① 所得等課税法人以外の法人で事業年度末日において資

本金が１億円以下 

② 特定法人（払込資本の額（資本金＋資本剰余金）が 50

億円を超える法人）との間に当該特定法人による法人

税法に規定する完全支配関係がある法人又は 100％グ

ループ内の複数の特定法人に発行済株式等の全部を保

有されている法人 

③ 事業年度末日において払込資本の額（資本金＋資本剰

余金）が２億円超 

 

（引用：東京都主税局「100％子法人等への対応」） 

なお、当該追加措置により新たに外形標準課税の対象とな

った法人については、改正前の方法により計算した税額を

超えることとなる額について、以下の負担軽減の経過措置

が設けられています。 

 

(引用：東京都主税局「負担変動軽減措置」) 

また、上記③では 100％子法人等が意図的に払込資本の額

を２億円以下にして外形標準課税を逃れるケースに対応す

るため、100％子法人等が親法人に対して改正地方税法の公

布日（令和６年３月 30 日）以後に資本剰余金の配当を行っ

た場合には、同配当により減少した払込資本の額を加算し

た上で２億円超か否かの判定を行う「配当加算措置」が設

けられています。 

ただし、配当加算措置の対象は、100％子法人等が親法人に

対して行う資本剰余金の配当により払込資本の額が減少す

る場合に限られるため、例えば「100％子法人等のその他資

本剰余金を欠損填補に充てるケース」や「100％子法人等が

自己株式を取得・消却するケース」では、結果的に払込資本

の額は減少するものの、その減少要因が資本剰余金の配当

ではないため、配当加算措置の対象外となります。 

４．おわりに  

本改正は令和７年４月１日以後開始事業年度から順次適用

されるため、今後の決算処理にあたり十分に留意する必要

があります。 

ただし、前事業年度に外形標準課税の対象であった法人で

あっても公布日（令和６年３月 30 日）の前日以前に資本金

の額を１億円以下に減資しており、公布日以後最初に到来

する事業年度及びその事業年度の翌事業年度以降のそれぞ

れの終了の日における資本金の額が１億円以下である場合

は、令和７年４月１日以後開始事業年度において、資本金

と資本剰余金の合計額が 10 億円を超える場合であっても

外形標準課税の対象とはなりません。 

令和６年度税制改正法案の成立時には、多くの実務家が検

討した改正であったものと存じますが、適用開始となるタ

イミングで再度改正内容を把握しておくことが肝要と思わ

れます。 
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